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　「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年６月
23日にちなみ、毎年６月下旬は「男女共同参画週間」となっています。
笠間市では、「キラリかさまプラン～第４次笠間市男女共同参画計画
（令和５年度～令和９年度）に基づき、男女共同参画社会・ダイバー
シティ社会の実現に取り組んでいます。男女が平等に参加できる社
会にとどまらず、一人ひとりが尊重され、個々の能力が発揮でき、
多様性を認め合う社会（ダイバーシティ社会）の実現には、皆さん
の理解が必要です。
　私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に
考えてみませんか。

男女共同参画週間男女共同参画週間
令和８年度令和８年度 ６/23火～６/29月

「あなたらしさが、社会のチカラ」

※今回のキャッチフレーズは、こども家庭庁の「こども若者★いけ
んぷらす」を活用し、中学生から 20 代の皆さんと一緒に考え、「あ
なたらしさが、社会のチカラ」に決定しました。

 総務課（内線 132） 総務課（内線 132）

　笠間市では、女性の登用や育成およびワーク・ライフ・バランスの推進など、職場における女性活躍や男女共同参画に積極的
に取り組んでいる事業者を「キラリかさま優良企業」として認定しています。
　また、茨城県では、活力があり持続可能な地域社会をつくるため、「いばらきダイバーシティ宣言」に賛同いただく、企業・事業者・
団体などを募集しています。
　男女が平等に参加できる社会にとどまらず、一人ひとりが尊重され、個々の能力を発揮できる社会、多様性を認め合う社会
（ダイバーシティ社会）実現のため、皆さんのご理解とご応募をお待ちしています。
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